
 一般回線が通信不全の時には、原子力災害対策用に整備されているテレビ会議回線を含む専用通
信回線を使用し、更に専用通信回線が不全の場合は、衛星回線を使って、連絡体制を確保。

 その他、中央防災無線、衛星携帯電話などを使用し、連絡体制を確保。

連絡体制の確保

川内ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

（薩摩川内市）

原子力災害対策本部等の

国の機関

鹿児島県庁 県防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸ（光ｹｰﾌﾞﾙ）防災行政無線

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ 衛星回線

ﾃﾚﾋﾞ伝送ｼｽﾃﾑ

（消防防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ）

地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ

中央防災無線

J-Alert

衛星携帯電話

移動局

（公用車等） 関係市町 消防機関 自衛隊部隊
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＜一般回線及び専用通信回線が使用不能の場合＞

せ ん だ い

さ つ ま せ ん だ い し

か ご しま けん



住民への情報伝達体制

 防護措置（避難、屋内退避、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が必要になった場合は、国の原
子力災害対策本部等から、鹿児島県及び関係市町に、その内容をﾃﾚﾋﾞ会議等を活用し迅速に情報
提供。

 鹿児島県及び関係市町は、防災行政無線、広報車、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等
を活用し、住民へ情報を伝達。

防災行政無線
（戸別受信機）

防災行政無線

（薩摩川内市からの発信）

広報車

防災行政無線
（屋外拡声子局）

さ つ ま せ ん だ い し

住 民

鹿児島県・関係市町

原子力災害対策本部
（首相官邸）
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＜関係市町が整備する住民への主な情報伝達手段＞

緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ（ｲﾒｰｼﾞ）

情報伝達

ﾃﾚﾋﾞ会議等を活用し
迅速に情報伝達

か ご しま けん

か ご しま けん

か ご しま けん



観光客等一時滞在者への情報伝達体制

施設内館内放送 館内掲示等

 鹿児島県及び関係市町は、PAZ及びUPZ内の観光客等一時滞在者に対し、警戒事態の段階で帰宅等の

呼びかけを行う。

 帰宅等の呼びかけは、鹿児島県及び関係市町は、防災行政無線、広報車、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、ﾃﾚﾋﾞ・

ﾗｼﾞｵ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等により観光客等一時滞在者に伝達（17頁と同様）。

 その後、事態の進展に伴い、防護措置（避難、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が必要になった場合

は、国の原子力災害対策本部等から、鹿児島県及び関係市町に、その内容をﾃﾚﾋﾞ会議等を活用し迅速に

情報提供し、観光客等一時滞在者に伝達。

宿泊施設
（ﾎﾃﾙ・旅館・民宿等）

鹿児島県、関係市町

【緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ（ｲﾒｰｼﾞ）】
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緊急情報

（○○市・町）からのお知らせです。

先ほどの地震による影響について、

川内原子力発電所の安全確認を

行っています。現在、放射性物質の

放出は確認されていませんが、今後、

避難等を行っていただく可能性があ

ります。観光客等一時滞在者の皆様

は、速やかに自宅や宿泊先に戻る

などしてください。住民の皆様も、現

在のところ避難や屋内退避を行う必

要はありません。県や市町の情報に

注意し、落ち着いて行動してください。

受信ﾒｰﾙ

観光客等の一時滞在者

防災行政
無線

緊急速報
ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ

ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ

広報車

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等

か ご しま けん

か ご しま けん

か ご しま けん

か ご しま けん



国の広報体制

 迅速かつ適切な広報活動を行うため、事故情報等に関する中央での記者会見は官邸（内閣官房長
官が会見を行い、原子力規制委員会委員等が技術的な内容等を補足説明）において実施。

 現地での記者会見については､川内ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに隣接する鹿児島県北薩地域振興局において実施。

 必要に応じ、在京外交団等に情報提供を行うとともに、在外公館を通じて、各国政府等にも情報提供。

【主な広報事項】

①事故の発生日時及び概要

②事故の状況と今後の予測

③原子力発電所における対応状況

④行政機関の対応状況

⑤住民等がとるべき行動

⑥避難対象区域及び屋内退避区域

一元的に情報発信を行うことができる体制
を構築するとともに、発信した情報を共有

【情報発信のｲﾒｰｼﾞ】

原
子
力
災
害

現
地
対
策
本
部

県
災
害
対
策
本
部

関
係
市
町

災
害
対
策
本
部

報
道
機
関

住

民

広報車
防災行政無線 等

ﾃﾚﾋﾞ
ﾗｼﾞｵ
新聞

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

原
子
力
災
害
対
策
本
部

（
首
相
官
邸
）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー

に
隣
接
す
る
鹿
児
島
県

北
薩
地
域
振
興
局
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